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1. 組織の概要

［１］事業者名及び代表者名

有限会社 吉田商店

代表取締役 吉田英徳

［２］沿革

設立年月日：平成元年４月１日

資本金：５百万円

事業所移転：平成１８年１１月に東浅川から城山に事業所を移転

［３］所在地

本社：東京都八王子市東浅川町１０００番地

城山事業所：神奈川県相模原市緑区川尻５２３７－１

［４］事業活動の内容

再生資源取扱業・リサイクルに関する業務

古物商

産業廃棄物収集運搬業（廃プラスチック、木屑、金属くず、硝子くず、

コンクリート及び陶磁器くず、瓦礫くず）

一般廃棄物収集運搬業（紙くず、木くず、繊維くず、厨芥、残灰）

一般貨物自動車運送業

［５］所属団体

八王子資源化事業協同組合  東京都資源回収事業協同組合

東京金属防犯連合会  八王子環境資源リサイクル協同組合

［６］環境管理責任者

責任者：吉田英徳 連絡先：042－661－7849

［７］事業の規模

収集運搬量：１，０３０ｔ（R3/8～R4/7）

売上高：７８百万円

従業員：5名

営業所敷地面積：９９１㎡
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［８］保有車両

［９］許可番号

区分 廃棄物の種類 許可自治体 許可番号 許可年月日 有効年月日

産業廃棄物

収集運搬業

廃プラ・木く

ず金属くず・

ガラス、コン

クリート、陶

磁器くず。が

れき類

東京都 第 13-00-020666 号 2004/10/13 2024/10/12

埼玉県 1101020666 2004/8/17 2024/8/16

神奈川県 1406020666 2004/12/5 2024/12/4

一般廃棄物

収集運搬業

紙くず、木く

ず、繊維くず、

厨芥、残灰

八王子市 第 15号 2006/4/1 2024/3/31

古物商 都公安委員会 第 308779701800 号 1997/6/2

車名 車番 空車重量 登録日

ユニック 八王子 100 あ 57-87 ５８４０ kg H17.12.13

４トン平 八王子 100 あ 57-88 ４６６０ kg H17.3.3

アームロール 八王子 100 あ 57-89 ４８３０ kg H18.7.6

パッカー 八王子 800 あ 29-32 ６０８０ kg H16.12.27

ダンプ ３トン 八王子 400 あ 14-11 ２９３０ kg H15.3.20

ダンプ ３トン 八王子 400 あ 448 ２６２０ kg H15.3.20

軽トラ 八王子 480 い 95-34 ７３０ kg H19.8

パワーゲート車 八王子 400 せ 123 １２４０ kg H.11.10

2ｔフォークリフト - - - -

3ｔフォークリフト - - - -

ユンボ - - - -
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［10］エコアクション２１実施体制

２．対象範囲（認証･登録の対象組織、活動）

登録組織名：有限会社吉田商店

対象事業所：本社（東京都八王子市東浅川町 1000番地）

       城山事業所（神奈川県相模原市緑区川尻 5237-1）

対象とする活動：再生資源取扱、産業廃棄物及び一般廃棄物の

         収集運搬

環境管理責任者

吉田英徳

城山営業所

進藤竜輔

他２名

代表取締役

吉田英徳

事務局

吉田菊枝

本社

吉田菊枝

①事務所内の電気使用

量削減

②紙資源の削減

③グリーン購入の推

進

①車両燃費の削減

②節電及びエコドライ

ブによる二酸化炭素排

出量の削減

③水使用量の削減

④環境法令の遵守

⑤再資源化物取扱量の

増大

⑥グリーン購入の推進

①環境法令のチェック

②取組状況のチェック

③従業員への教育・訓練

① 全体の評価と見直し指示

② 低公害車の購入検討

③ 環境方針の策定および環境

への取組のための資源用意

④ 新たに取得した許可や資格

を全従業員に周知させる。

⑤ 経営における課題とチャン

スの明確化

①電気使用量の削減

②水使用量の削減

③グリーン購入の推進
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３．環境経営方針

有限会社吉田商店は、産業・一般廃棄物の収集運搬及び再生資源化を

事業とし、その事業活動において、廃棄物の分別資源化に限りなく努め

るとともに、従業員一同地域性及び環境との関連を考慮し、環境経営シ

ステムの継続的改善に努めます。

１． 再資源化の推進・廃棄物の収集運搬をマニフェストを含め適正に

運用・維持します。

２． 環境目標を設定し、自主的且つ積極的に環境保全活動を推進しま

す。

① 廃棄物の分別・再生利用の徹底によるリサイクルの推進

② 電力使用量の削減

③ 節水による総排水量の削減

④ 軽油・ガソリン等の使用量削減

⑤ グリーン購入の推進

３． 環境方針は全従業員に周知するとともに、環境活動レポートは社

外の求めに応じて開示します。

４． 環境関連法令を遵守します。

                 制定日：2007年 11月 30日

改定日：2022年 8月 10日

                 有限会社 吉田商店

                  代表取締役 吉田英徳
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4．環境目標

                         

環境方針及び環境負荷の自己チェック結果を基に下表の通り環境目標を設定した。

環境目標項目

基準年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度

2017.8～

2018.7

2020.8～

2021.7

2021.8～

2022.7

2022.8～

2023.7

1 電気使用量の

削減

18,220

（kWh）

（基準年度比

3%削減）

17,673

（基準年度比

4%削減）

17,491

（基準年度比

5%削減）

17,309

2. ガソリン使用量

の削減

1,635

（ ℓ ）

（基準年度比

3%削減）

1,586

（基準年度比

4%削減）

1,569

（基準年度比

5%削減）

1,553

3. 軽油使用量の

削減

13,947

（ ℓ ）

（基準年度比

3%削減）

13,528

（基準年度比

4%削減）

13,389

（基準年度比

5%削減）

13,249

4.

二酸化炭素排

出量の削減

（注１）

54,236

(kg－CO2)

（基準年度比

3%削減）

52,608

（基準年度比

4%削減）

52,066

（基準年度比

5%削減）

51,524

5. 水使用量の削

減

612

（㎥）

（基準年度比

3%削減）

593

（基準年度比

4%削減）

587

（基準年度比

5%削減）

581

6. 再資源化物取

扱量の増大

1,228

（ｔ）

（基準年度比

2%増大）

1,252

（基準年度比

2%増大）

1,252

（基準年度比

2%増大）

1,252

7

グリーン購入の

推進(事務用品

についてエコ商

品の購入比率

拡大) （注 2）

90％

90％を常に

目標とする。

90％を常に

目標とする。

90％を常に

目標とする。

（注 1〉：電気使用量に対する二酸化炭素排出量の算出に用いた CO2排出係数は、

本社は東京ガスの 2020 年度調整後の 0.277 ㎏- CO2/kwh、城山事業所は

東京電力エナジーパートナーの 2020 年度調整後の 0.443 ㎏- CO2/kwh を用いた。

（注 2）：可能な限りエコ商品を購入し、実績を把握する。
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５．環境活動計画              
（取組み期間 2021年 8月 ～ 2022年 7月）

環境目標 環境活動の具体的な取組み 実施責任者

１

電気使用量の削

減

①不要照明〈事務室・トイレ等不在時及び休憩

時〉の消灯

②エアコンの温度設定〈冬 23℃、夏 28℃〉

③外気、太陽光の導入

環境管理責任者

２

ガソリン･軽油

使用量の削減

①エコドライブの徹底

②低公害車の購入を検討する

③定期的に運搬車両の整備

④収集運搬ルートの効率化

車両管理責任者

３
水使用量の削減

①水道蛇口の開放抑制

②洗物はまとめ洗いをする

③洗車時の水使用量の抑制
環境管理責任者

４
再資源化物取扱

量の増大

①既存の取引事業者へのこまめな営業活動

②新規顧客の開拓及び入札への積極的な参加

③回収した資源化物の徹底した分別
営業担当責任者

５
事業系一般廃棄

物排出量の削減

①事前確認によりミスコピーの防止

②裏紙利用〈メモ帳、両面コピー等〉の励行

③再資源化物の分別の徹底

④マイ（カップ、箸、手拭）の推進

事務局責任者

６

産業廃棄物排出

量の削減
①再使用の推進

②廃棄物の分別の徹底

環境管理責任者

７

グリーン購入の

推進
①使用可能なエコマーク付き事務用品の把握

②事務用エコ商品の積極的な使用

事務局責任者
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６．環境目標の実績                

2021年度の環境目標の実績及び評価  

7備考：評価欄には、目標達成：○印、目標値の１０％内：△印、目標値の１０％以上：×印を

評価結果として記入する。

（注 1〉：電気使用量に対する二酸化炭素排出量の算出に用いた CO2排出係数は、本社は東京ガス

の 2020 年度調整後の 0.277 ㎏- CO2/kwh、城山事業所は東京電力エナジーパートナーの 2020 年

度調整後の 0.443 ㎏- CO2/kwh を用いた。

（注 2）：購入比率(%)＝エコ事務用品の全購入費×１００/事務用品の全購入量

環 境 目 標
基 準 年 度

2017/8～2018/7

2021年8月～2022年７月
評 価

目    標 実  績

１ 電気使用量の削減 18,220

（kWh）

（基準年度比 4%削減）

17,491 15,009 ○

２ ガソリン使用量の削減 1,635

（ ℓ ）

（基準年度比 4%削減）

1,569 1,942 ×

３ 軽油使用量の削減 13,947

（ ℓ ）

（基準年度比 4%削減）

13,389 12,354 〇

４

二酸化炭素排出量の

削減

（注１）

54,236

(kg－CO2)

（基準年度比 4%削減）

52,066 43,222 〇

５ 水使用量の削減 612

（㎥）

（基準年度比 4%削減）

587 612 △

６ 再資源化物取扱量の増

大

1,228

（ｔ）

（基準年度比 2%増大）

1,252 852 ×

７

グリーン購入の推進

(事務用エコ商品の購

入比率の拡大) （注 2）

購入比率

（％）

90％ 概ね 100％
〇
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７．環境活動計画の取組結果とその評価、次年度の取組内容

環境目標 環境活動計画 取組結果と評価 次年度の取組内容

電気使用

量の削減

①不要照明〈事務室・トイレ

等不在時及び休憩時〉の消

灯

②エアコンの温度設定〈冬

23℃、夏 28℃〉

③外気、太陽光の導入

前年度より低い数字になっ

た。

資源物回収量の減少が要因

といえる。

前年度の数値をベ

ースに維持してい

くことを考えてい

く。

ガ ソ リ

ン･軽油

使用量の

削減

①エコドライブの徹底

②低公害車の購入を検討す

る

③定期的に運搬車両の整備

④収集運搬ルートの効率化

走行距離が減少している一

方ガソリン代の高騰により

大幅な減少とはいかなかっ

た。

次年度においても

前年度との比較を

実施する。

水使用量

の削減

①水道蛇口の開放抑制

②洗物はまとめ洗いをする

③洗車時の水使用量の抑制

元々の使用量が少ないため、

取り組みの結果が出にくい。

総使用量が 600～640㎥であ

れば問題ないといえる。

600～640 ㎥を目

標に次年度も節水

を心がける。

再資源化

物取扱量

の増大

①既存の取引事業者へのこ

まめな営業活動

②新規顧客の開拓及び入札

への積極的な参加

③回収した資源化物の徹底

した分別

コロナの影響により、資源化

物の取り扱いが大幅に減少

した。

相場の乱高下が激

しいので、取扱い

には十分注意した

い。

事業系一

般廃棄物

排出量の

削減

①事前確認によりミスコピ

ーの防止

②裏紙利用〈メモ帳、両面コ

ピー等〉の励行

③再資源化物の分別の徹底

④マイ（カップ、箸、手拭）

の推進

昨年から引き続き、分別の徹

底を行っている。

引き続き、社内に

於いてリユースを

徹底する。

産業廃棄

物排出量

の削減

①再使用の推進

②廃棄物の分別の徹底

資源量の減少により、産業廃

棄物の排出量も減少されて

いる。

自社発生の廃棄物

は分別を徹底し、

量だけでなく処分

費用も抑えるよう

努める。

グリーン

購入の推

進

①使用可能なエコマーク付

き事務用品の把握

②事務用エコ商品の積極的

な使用

エコマーク付きの事務用品

を積極的に使用するよう事

務員にも指示している。

引き続きエコ商品

を購入・使用して

いく。
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８．環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果

並びに違反、訴訟等の有無

（１）該当する環境関連法規制等の遵守状況

２）違反、訴訟等の有無
表を作成し、定期的に遵守状況をチェックすることにより違反等の無いこと

を自主的に確認しました。尚､これらの法規制に対する関係当局からの違反の

指摘､及び関連する訴訟等は過去 3年間ありません｡

№． 法令･条例等の名称
遵守状況の

確認・評

価

1 下水道法及び八王子市下水道条例 ○

2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 ○

3 八王子市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条

例
○

4 騒音規制法 ○

5 自動車ＮＯⅹ･ＰＭ法 ○

6 道路交通法 ○

7 消防法及び東京都火災予防条例 ○

8 グリーン購入法 ○

9 浄化槽法 ○

10
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(東京

都環境確保条例) ○
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9.代表者による全体評価と見直し、指示結果
実施日：2022年 8月 2日

エコアクション 21全体の取組状況及び評価結果

① 環境目標の達成状況と評価

電気、軽油使用量は概ね横ばいで安定している。

② 環境活動計画の達成状況と評価

石油ストーブの使用をやめたことで、石油使用量がゼロになったことは評価で

きる。

③ 環境関連法規制等の遵守状況

法規制への違反・訴訟等は発生していない。今後もコンプライアンスには留意

していく。

④ 問題点の是正及び予防処置の状況

コロナの影響により今年は２件の廃業があった。新規の顧客獲得はより一層難

しくなってきたが、既存のお客様をまずは大事にしていくことが重要である。

⑤ 外部からの苦情・要望・対応状況

苦情は発生していないが、要望は適切に対応している。

⑥ 環境経営システムの適切性、妥当性及び有効性

環境経営システムは充分に機能していると判断でき、今後も継続することとす

る。

変更の必要性の有無及び指示事項等
                   （代表者記述）

① 環境方針（変更の必要性： 有 無 ）

② 環境目標（変更の必要性： 有  無 ）

③ 環境活動計画（変更の必要性： 有  無 ）

④ 実施体制（変更の必要性： 有  無 ）

⑤ 環境経営システムの各要素（変更の必要性： 有  無 ）

＜指示事項等＞

契約書を産廃許可証に基づいて、5年毎に更新するよう努める。

文書保存の質を向上させる。社内打ち合わせや内部・外部コミュニケーションの

強化を図る。


